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次のとおり地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者を募集します。

平成22年11月22日

名古屋港管理組合管理者　

名古屋市長　河村　たかし

１　指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称等

２　指定管理者の指定の申請の方法

⑴ 申請書類

指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則（平成17年名古屋港管理組合規則第16号）第３条に定める

申請書及び添付書類

⑵ 提出期間

１のとおり。

⑶ 提出場所

１の募集要項の配布場所と同じ。

３　指定管理者の選定に係る審査の基準

指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成17年名古屋港管理組合条例第５号）第３条第３項各号に掲げる

基準により最も適切に指定管理者の業務を行うことができると認めるものを選定します。ただし、指定管理者として指定

することが適当と認められるものがなかったときは、申請者の中から指定管理者を選定しないことがあります。

４　その他

詳細及び説明会の開催については、募集要項によります。

平成22年11月22日

（月曜日）
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発行所　名古屋市港区港町１番11号
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指定管理者に管理を

行わせる公の施設の

名称及び所在地

指定管理者に行わせ

る公の施設の管理に

関する業務の範囲

指定管理者の指定の

期間

指定の申請書類の提

出期間

募集要項の配布場所、募集要項を

掲載するホームページ及び問い合

わせ先

新舞子ボートパーク

知多市緑浜町２番５

新舞子ボートパーク

条例（平成18年名

古屋港管理組合条例

第８号）及び同条例

施行規則（平成18

年名古屋港管理組合

規則第18号）に定

める業務

平成23年４月１日

から平成27年３月

31日まで

平成22年12月７日

(火)から12月27日

(月)まで

（土、日、祝を除く）

名古屋港管理組合港営部港営課

（プレジャーボート対策担当）

名古屋市港区港町１番11号

（郵便番号455−0033）

ホームページアドレス

http://www.port-of-nagoya

.jp/

電話（052）654−7953


